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川崎市地域生活支援事業における 

過年度（令和２年 4 月～令和５年３月提供）請求方法について 

 

※ 令和２年３月提供以前の過誤再請求等は請求システムではできません。またふれあいガイド企画型の令和５年３月提供以前の過誤再請求等についても、

請求システムでは行えません。個別に御相談ください。 
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１ 共通事項 

  （１）利用者マスタ登録 入力の注意点 

 

 
 

2020/04/01～2023/03/31 の期間内で入力。 

最初にサービスを提供した日を入力（※契約日ではない） 

「その他」 

を選択 
「一般」 

を選択 

障害支援区分や、 

障害児区分を選択 

受給者証記載の負担上限月額から所得区分を選択。 

37,200 円⇒一般２  9,300 円または 4,600 円⇒一般１ 

0 円⇒生活保護、低所得１、低所得２ 

（※0 円の区分が不明ならば低所得１を便宜的に選択） 

 

区分認定有効期間。区分がなければ支給決定期間を入力。 

受給者証の記載内

容を入力 

負担割合が最も高いサービスの負担率を便宜的に選択（この事例の場合は 10）、負担上限月額 0 円の場合は 0 を入力。 

★各事業の負担上限月額の入力ルールについては、次ページを確認してください。 

┗決定サービスコード、契約支給量、有効開始年月日、有効終了年月日については入力不要。 
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（２）利用者負担上限月額の入力について 
     利用者マスタ登録画面において最終的な利用者負担上限月額の調整のため、下記対応表に基づき、入力をお願いします。 

 

 所得区分 

生活保護、 

低所得１、低所得２ 
一般１ 一般２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

利 用 者 へ の

サービス 

提供状況 

移動支援のみ 
０円 

4,600 円または 9,300 円 

（受給者証記載の利用者負担上限月額） 

37,200 円 

（受給者証記載の利用者負担上限月額） 

一時預かりのみ 
０円 

4,600 円または 9,300 円 

（受給者証記載の利用者負担上限月額） 

37,200 円 

（受給者証記載の利用者負担上限月額） 

日中短期のみ 
０円 

4,600 円または 9,300 円 

（受給者証記載の利用者負担上限月額） 

37,200 円 

（受給者証記載の利用者負担上限月額） 

通学通所（特例含む）のみ ０円 10,000 円 10,000 円 

あんしんサポートのみ ０円 99,999 円 99,999 円 

ファミリーサポートのみ ０円 99,999 円 99,999 円 

１事業所で、 

・移動支援 

・通学通所（特例含む） 

・あんしんサポート 

・ファミリーサポート 

のうち、２つ以上提供して

いる場合 

０円 99,999 円 99,999 円 
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  （３）請求明細書の作成にあたって 

     過年度請求（令和２年４月～令和５年３月）については、請求明細書情報登録から直接入力します。 

     ※ サービス提供実績記録票登録は使用しません。 

 

 

⇒令和２年４月～令和５年３月サービス提供分については、 

請求明細書情報登録から入力します。 
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（４）利用者負担上限額が０円の利用者の処理について 

 

利用者負担上限額０円の入力例（1/3） 

 

 

① 請求を行う月を選択。 

⓶ 請求を行う対象者を選択。 

③ 枠内をクリックして、請求を行うサービスコードを選択。 
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利用者負担上限額０円の入力例（2/3） 

 

 

 

 

┗④ 該当のサービスコードにチェックを入れる。 

┗⑤ サービスコードを選択後、 

押下。 
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利用者負担上限額０円の入力例（3/3） 

 

    

 

修正後 

⑧ サービスの利用日数を入力。 

⑨ 決定利用者負担額を「０」と入力。 

┗⑦ 押下する。 

 

┗⑥ サービスコードごとに利用回数を入力。 

 

┗⑩ 修正後に登録／更新を押下。 
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  （５）決定利用者負担額の再計算が必要なサービス 

 ・ 過年度分については、利用者負担率を計算する場合、一律で１０％負担のみで計算されてしまいます。 

 ・ そのため、利用者負担率が１０％ではない一部のサービスコード（一時預かりの行動障害加算（負担率０％）や、日中短期の定率加算（負担率

０％）等、あんしんサポートの５％負担など）の利用者負担の再計算を行い、正しい利用者負担額を算出する必要があります。 

 ・ ついては、過年度分の過誤再請求等を行う場合、下記の黄色いセルの対象者となる場合には、次ページ以降を参照いただき、別紙の「利用者負担額 

算定シート」を用いて、利用者負担額の再計算を行ってください。（再計算の結果、負担額が変わらない場合もあります。） 

 

  （別紙計算シートでの再計算の要否の対応表） 

 利用者負担あり（一般１、一般２） 利用者負担なし（生活保護、低所得１、低所得２） 

１ 移動支援  
 

 

 

 

 

 

 

 

不要 

２ 通学通所 

３ 一時預かり 
別紙計算シートで再計算が必要 

※行動障害加算の算定を行う場合のみ 

４ 日中短期 別紙計算シートで再計算が必要 

５ あんしんサポート 別紙計算シートで再計算が必要 

６ ファミリーサポート  

７ 
市外特例 

（移動支援、一時預かり等） 

８ 
特例通学通所 

（令和４年３月までの制度） 
別紙計算シートで再計算が必要 

再計算不要 

※請求情報作成ツールのみの処理で 

OK です。 
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２ 請求明細書情報登録 入力の注意点 

  （１）移動支援 

 

以下のサービス提供を例とします。 

    支給決定 ４０時間 

    所得区分 一般１ 

サービス 

提供年月 
サービスコード サービス内容 １日の提供時間 提供日数 単位 給付費（円） 

令和３年 

４月 

011609 
移動支援（個別）４時間以上４時

間３０分未満 

４時間１５分 

（９時から１３時１５分） 
８日 761 60,880 

011618 
身体介護加算（Ⅰ）１時間３０分

未満 

１時間１５分 

（上記提供時間のうち） 
８日 165 13,200 

利用者負担額 -4,600 

給付費合計 69,480 
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移動支援入力例（1/3） 

  

 

 

 

① 令和 3 年４月（2021/04）を選択  

⓶ 請求を行う対象者を選択。 

③ 枠内をクリックして、該当のサービスコードを選択。（次ページ参照） 
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移動支援入力例（2/3） 

 

 

 

 

┗④ 該当のサービスコードにチェックを入れる。 

┗⑤ サービスコードを選択後、 

押下。 
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移動支援入力例（3/3） 

 

    

修正後 

⑨ この例の場合、負担上限月額の 4,600 円をオーバー

しているので、手動で 4,600 円に修正します。 

⑧ 移動支援の利用日数を入力。 

┗⑥ サービスコードごとに利用回数を入力。 

 

┗⑩ 修正後に登録／更新を押下。 

 

┗⑦ 押下する。 
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  （２）通学通所支援 

 

   以下のサービス提供を例とします。 

    支給決定 ４６回 

    所得区分 一般１ 

サービス 

提供年月 
サービスコード サービス内容 １回の提供時間 提供回数 単位 給付費（円） 

令和４年 

４月 
050301 （通学通所）１Ｈ以内 

送 ４５分（8 時から８時４５分） 

迎 ４５分（14 時から 14 時 45 分） 
４０回 268 107,200 

利用者負担額 

（通学通所は他サービスと上限管理なしで個別に徴収。一般１、２の上限は 10,000 円。生保、低所得１、２は負担なし。） 

-10,000 

給付費合計（うち（）内は自治体助成額） 97,200

（720） 

    

 自治体助成額について 

 ・ 旧かながわシステムでは、利用者負担額が 10,000 円をオーバーした場合は、自治体助成欄に差分の金額を入力し、公費から給付していました。 

   （この事例では 720 円） 

 ・ 次期かながわシステムでは自治体助成の入力はありませんが、次ページ以降に示すように、利用者負担額が 10,000 円をオーバーした場合は、 

利用者負担額を手動で修正する必要があります。 
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通学通所入力例（1/3） 

 

 

 

 

① 令和 4 年４月（2022/04）を選択。 

⓶ 請求を行う対象者を選択。 

③ 枠内をクリックして、該当のサービスコードを選択。（次ページ参照） 
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通学通所入力例（2/3） 

 

 

 

 

┗④ 該当のサービスコードにチェックを入れる。 

┗⑤ サービスコードを選択後、 

押下。 
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通学通所入力例（3/3） 

 

   

┗⑥ サービスコードに利用回数を入力。 

 

⑧ 通学通所の利用日数を入力。 

  ※回数＝日数ではないため要注意。 

⑨ この例の場合、負担上限月額の 10,000 円をオーバ

ーしているので、手動で 10,000 円に修正します。 

 

※給付率に基づく利用者負担額が 10,000 円以下の場合

は、決定利用者負担額を修正する必要はありません。 

修正後 

この例の場合、これまで旧システムでは 720 円を自治体助成として請求していましたが、 

決定利用者負担額に 10,000 円と入力することで、自動的に調整されます。 

┗⑦ 押下する。 

 

┗⑩ 修正後に登録／更新を押下。 
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  （３）一時預かり 

    

   以下のサービス提供を例とします。 

    支給決定  ２３日 

    所得区分  一般１ 

    事業所定員 １０名 

サービス 

提供年月 サービスコード サービス内容 １日の提供時間（回数） 提供日数（回数） 
単位 

（単価１０円） 

給付費

（円） 

令 和 ４ 年

４月 

023200 一時預かり ６時間以下 ６時間 １８日 765 137,700 

023400 一時預かり 送迎加算 ２回 ３６回 60 21,600 

023500 一時預かり 欠席時対応加算 １回 １回 103 1,030 

023700 一時預かり 行動障害加算 １回 １８回 261 46,980 

023800 一時預かり 初期加算 １回 １８回 33 5,940 

023901 
一時預かり家庭連携加算１Ｈ

以上 
１時間 １回 307 3,070 

023902 
一時預かり加配加算１０人以

下 
１回 １８回 212 38,160 

利用者負担額 4,600 

給付費合計 249,880 
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一時預かり入力例（1/4） 

 

 

 

 

① 令和 4 年４月（2022/04）を選択。 

⓶ 請求を行う対象者を選択。 

③ 枠内をクリックして、該当のサービスコードを選択。（次ページ参照） 
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一時預かり入力例（2/4） 

 

 

 

 

┗④ 該当のサービスコードにチェックを入れる。 

┗⑤ サービスコードを選択後、 

押下。 
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一時預かり入力例（3/4） 

 

   

┗⑥ サービスコードごとに利用回数を入力。 

 

⑧ 一時預かりの利用日数を入力。 

⑨ 過年度請求については、100％の加算についても一律 90％で計算がなされてしまうため、 

  手動で計算の上、決定利用者負担額を入力していただく必要があります。 

 

★修正方法については次ページを参照してください。 

修正後 

┗⑦ 押下する。 

 

┗⑩ 修正後に登録／更新を押下。 
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一時預かり入力例（4/4） 

・利用者負担額算定シートの決定利用者負担額と表示された値を、システムに入力します。 

 

 

① 受給者証に記載の利用者負担上限額を選択。 

┗② サービスコードを選択。 ┗③ サービスの利用回数を入力。 
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（４）日中短期 

 

以下のサービス提供を例とします。 

    支給決定   ７日 

    障害支援区分 区分３ 

    所得区分   一般１ 

   

サービス 

提供年月 サービスコード サービス内容 １日の提供時間（回数） 提供日数（回数） 単位数 
給付費

（円） 

令 和 ４ 年

４月 

021113 日中短期入所 者区分３ １／４ ４時間 ２日 155 3,100 

021123 日中短期入所 者区分３ ２／４ ６時間 ５日 308 15,400 

022113 日中短期定率 者区分３ １／４ ４時間 ２日 16 320 

022123 日中短期定率 者区分３ ２／４ ６時間 ５日 31 1,550 

022920 日中短期入所 行動障害加算 7 回 7 日 392 27,440 

022930 日中短期入所 重複障害加算 7 回 7 日 297 20,790 

022950 日中短期入所 重度障害加算 7 回 7 日 165 11,550 

022910 日中短期入所 入浴加算 者 7 回 7 日 40 2,800 

022940 日中短期入所 食事指導加算 者 7 回 7 日 25 1,750 

利用者負担額 1,850 

給付費合計 82,850 
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日中短期入力例（1/4） 

 

 

 

 

① 令和 4 年４月（2022/04）を選択。 

⓶ 請求を行う対象者を選択。 

③ 枠内をクリックして、該当のサービスコードを選択。（次ページ参照） 



       過年度（令和２年 4 月～令和５年３月提供）請求方法について                         令和５年６月３０日 川崎市障害福祉課  

24 
 

日中短期入力例（2/4） 

 

 

 

 

┗④ 該当のサービスコードにチェックを入れる。 

┗⑤ サービスコードを選択後、 

押下。 
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日中短期入力例（3/4） 

 

   

┗⑥ サービスコードごとに利用回数を入力。 

 

⑧ 日中短期の利用日数を入力。 

⑨ 過年度請求については、100％の加算についても一律 90％で計算がなされてしまうため、 

  手動で計算の上、決定利用者負担額を入力していただく必要があります。 

 

★修正方法については次ページを参照してください。 

修正後 

┗⑦ 押下する。 

 

┗⑩ 修正後に登録／更新を押下。 
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日中短期入力例（4/4） 

 ・利用者負担額算定シートの決定利用者負担額と表示された値を、システムに入力します。 

 

 

 

 

① 受給者証に記載の利用者負担上限額を選択。 

┗② サービスコードを選択。 ┗③ サービスの利用回数を入力。 
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（５）あんしんサポート 

 

   以下のサービス提供を例とします。 

    支給決定 ５時間 

    所得区分 一般１ 

サービス 

提供年月 
サービスコード サービス内容 １日の提供時間 提供日数 単位 給付費（円） 

令和４年 

４月 
031801 あんしんサポート１Ｈ 

４５分 

（９時から９時４５分） 
４日 １５１ 6,040 

利用者負担額 302 

給付費合計 5,738 
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あんしんサポート入力例（1/4） 

 

 

 

 

① 令和 4 年４月（2022/04）を選択。 

⓶ 請求を行う対象者を選択。 

③ 枠内をクリックして、該当のサービスコードを選択。（次ページ参照） 
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あんしんサポート入力例（2/4） 

 

 

 

 

┗④ 該当のサービスコードにチェックを入れる。 

┗⑤ サービスコードを選択後、 

押下。 
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あんしんサポート入力例（3/4） 

 

    

┗⑥ サービスコードごとに利用回数を入力。 

 

⑧ あんしんサポートの利用日数を入力。 

⑨ 過年度請求については、一律 90％で計算がなされてしまうため、 

  手動で計算の上、決定利用者負担額を入力していただく必要があります。 

 

★修正方法については次ページを参照してください。 

修正後 

┗⑦ 押下する。 

 

┗⑩ 修正後に登録／更新を押下。 
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あんしんサポート入力例（4/4） 

 ・利用者負担額算定シートの決定利用者負担額と表示された値を、システムに入力します。 

 

 

 

 

② 受給者証に記載の利用者負担上限額を選択。 

┗③ サービスコードを選択。 ┗④ サービスの利用回数を入力。 

① サービス提供を行った月が属するものを選択。 
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（６）ファミリーサポート 

 

 以下のサービス提供を例とします。 

   支給決定 週 1 回 

   所得区分 一般１ 

サービス 

提供年月 
サービスコード サービス内容 提供回数 単位 給付費（円） 

令和４年 

４月 
031919 

ファミリーサポート 

週１（B） 
週１回 1,521 15,210 

利用者負担額 1,521 

給付費合計 13,689 

 

 ※ 基本的には、令和 5 年４月以降の請求方法と同一です。 
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ファミリーサポート入力例（1/3） 

 

 

 

 

① 令和 4 年４月（2022/04）を選択。 

⓶ 請求を行う対象者を選択。 

③ 枠内をクリックして、該当のサービスコードを選択。（次ページ参照） 
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ファミリーサポート入力例（2/3） 

 

 

 

 

┗④ 該当のサービスコードにチェックを入れる。 

┗⑤ サービスコードを選択後、 

押下。 
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ファミリーサポート入力例（3/3） 

 

 

 

 

┗⑥ 「１」を入力。 

 

⑧ 「１」を入力。 

┗⑦ 押下する。 

 

┗⑨ 修正後に登録／更新を押下。 
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（７）市外特例（移動支援、一時預かり等） 

※ 基本的には、令和 5 年４月以降の請求方法と同一です。 

市外特例入力例（1/3） 

 

 

① 請求を行う月を選択。 

⓶ 請求を行う対象者を選択。 

③ 枠内をクリックして、該当のサービスコードを選択。（次ページ参照） 
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市外特例入力例（2/3） 

 

 

 

 

┗④ 市外移動支援事業所  ⇒「050500：（市）市外移動支援」 

   市外日中一時支援事業所⇒「050600：（市）市外地域活動支援センター」 

を選択。 ┗⑤ サービスコードを選択後、 

押下。 
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市外特例入力例（3/3） 

 

   

⑦ 「１」を入力。 

 

⑧ 「１」を入力。 

┗⑧ 押下する。 

 

┗⑩ 修正後に登録／更新を押下。 

 

⑥ 請求額を 10 円単位で入力。 

  （例）35,000 円の請求を行う場合⇒単位数は「3500」 

 ※10 円未満の端数がある場合は切り上げてください。 

 

⑨ 過年度請求については、一律 90％で計算がなされてしまうため、 

  「0」と入力。 

修正後 
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（８）特例通学通所 

 

   以下のサービス提供を例とします。 

    支給決定 ４６回 

    所得区分 一般１ 

サービス 

提供年月 
サービスコード サービス内容 １回の提供時間 提供回数 単位 給付費（円） 

令和４年 

４月 
050４01 （特例通学）１Ｈ以内 

送 ４５分（8 時から８時４５分） 

迎 ４５分（14 時から 14 時 45 分） 
８回 268 21,440 

利用者負担額 

（通学通所は他サービスと上限管理なしで個別に徴収。一般１、２の上限は 10,000 円。生保、低所得１、２は負担なし。） 

-10,000 

給付費合計 11,440 
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特例通学通所入力例（1/4） 

 

 

 

 

① 令和 4 年 3 月（2022/03）を選択。 

⓶ 請求を行う対象者を選択。 

③ 枠内をクリックして、該当のサービスコードを選択。（次ページ参照） 
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特例通学通所入力例（2/4） 

 

 

 

 

┗④ 該当のサービスコードにチェックを入れる。 

┗⑤ サービスコードを選択後、 

押下。 
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特例通学通所入力例（3/4） 

 

    

⑧ 通学通所の利用日数を入力。 

  ※回数＝日数ではないため要注意。 

⑨ 過年度請求については、一律 90％で計算がなされてしまうため、 

  手動で計算の上、決定利用者負担額を入力していただく必要が 

あります。 

 

★修正方法については次ページを参照してください。 
 

修正後 

┗⑥ サービスコードごとに利用回数を入力。 

 

┗⑦ 押下する。 

 

┗⑩ 修正後に登録／更新を押下。 
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特例通学通所入力例（4/4） 

・利用者負担額算定シートの決定利用者負担額と表示された値を、システムに入力します。 

 

┗② サービスコードを選択。 ┗③ サービスの利用回数を入力。 

① サービス提供を行った月が属するものを選択。 


